
視 察 報 告 書 
 
               報告者氏名：本石 篤志 
委員会名：環境教育常任委員会 

 
期  間：令和５年１０月１８日（水）～１０月２０日（金） 

視察都市等及び視察項目： 

１． 厚木市：教育情報ネットワーク用コロケーションデータセンター 
について 

２． 新見市：インクルーシブ教育について 
３． 福岡市：夜間ごみ収集について 

所 感 等： 

１． 厚木市：教育情報ネットワーク用コロケーションデータセンター 
について 

 厚木市では、平成 30 年度（2018 年度）の文部科学省の「学校にお

ける情報セキュリティを確保したＩＣＴ環境強化事業」において、

「校務系システムと学習系（授業支援系）システムは論理的または物

理的に分離し児童生

徒から校務用データ 
が見えないようにす

ることを徹底する」と

の教育情報セキュリ

ティのための緊急提

言を受け、教育情報ネ

ットワークシステム

の改修に伴い、現行の「教育情報ネットワーク用コロケーションデー

タセンター」にサーバ群を移設しました。 
 導入経費（イニシャルコスト）については、新システム設計、構築、

データセンター導入及び導入研修等を含む一式の総額として、

27,346,000 円、保守管理費（ランニングコスト）は、仮想基盤、物理

サーバ、ネットワーク機器の運用保守、ヘルプデスク、インターネッ

ト回線利用料及びデータセンター設備利用料の総額として

176,904,000 円（65 か月間・月額 2,721,600 円）です。 
 データセンターの形式はハウジングで 19 インチラック（42U）×1
本を利用しています。 



データセンターで管理するネットワークの種類については教育系シ

ステムのみを管理し、基幹系、LGWAN 系、インターネット系システ

ムは、市長部局で別途管理しています。 
データセンターの保守員数と市役所職員の担当者数については、市

の教育情報システム管理担当職員は４人、システム運用保守は、別途

委託事業者が実施しておりますが、データセンター側の保守員数は非

公開とされております。 
国のガバメントクラウド活用への移行の予定については、費用が嵩

むため予定していないが、今後クラウドを利用する際にはパブリック

クラウドまたは民間事業者の国内設置サーバの利用を条件とするプ

ライベートクラウドの利用を検討しております。 
  
 所感：視察した厚木市の教育情報ネットワーク用コロケーションデ

ータセンターについては、文部科学省の「学校における情報セキュリ

ティを確保したＩＣＴ環境強化事業」における教育情報セキュリティ

のための緊急提言を受け、教育情報ネットワークシステムの改修がト

リガーとなって、「教育情報ネットワーク用コロケーションデータセ

ンター」へサーバ群が移設されました。 
 当該データセンターは、 

① 建築基準法に規定する耐火性能と耐震性能を備えている。 
② 既知の活断層上に立地していない。 
③ 水害、落雷及び空気汚染対策を講じている。 
④ 避雷設備、火災報知設備、消火設備、非常照明設備、避難器具、

小動物被害防止設備等の建築設備を設置している。 
⑤ 停電時にも機器の所要電力を供給できるよう UPS もしくは発

電設備を有し、24 時間以上非常用電源で稼働できる。 
⑥ 機器の動作環境に配慮した空気調和設備が完備されている。 
⑦ 厳重に入退室管理が行われており、カメラによる撮影及び入退

室記録が１か月以上保存されている。 
⑧ サーバ等設置場所の監視が 24 時間体制で行われている。 

という主な機能を有しておりました。 
本市における「よこすか教育情報ネットワークシステム」のサーバ

群は、現状市の公共施設に配備されており、厚木市の教育情報ネット

ワーク用コロケーションデータセンターと比較すると脆弱なセキュ

リティレベルにあると言わざるを得ない状況だと認識します。 
また、一方で文部科学省は「GIGA スクール構想の下での校務の情



報化の在り方に関する専門家会議」において「教育情報セキュリティ

ポリシーに関するガイドライン」の令和３年５月の改訂により、クラ

ウドサービスの利活用を前提としたネットワーク構成を目指す方向

性を打ち出し、校務支援システムの全国共通のクラウド化と教職員用

端末の一台化を組み合わせることで、ロケーションフリーで校務系・

学習系システムへ接続可能な環境を整備し、教職員一人一人の事情に

合わせた柔軟かつ安全な働き方を可能とする。」との方針を示してお

ります。 
本市の「よこすか教育情報ネットワークシステム」のサーバ群を取

り巻く環境の現状のセキュリティレベルを鑑み、さらに加えて文部科

学省の校務支援システムの全国共通のクラウド化と教職員用端末の

一台化に対応した本市における新たな基盤機器構築時に、大規模なシ

ステム障害を未然に防ぐため、厚木市と類似したコロケーションデー

タセンターの活用を検討することも選択肢の一つと考えます。 
 

２．新見市：インクルーシブ教育について 
新見市におけるインクルーシブ教育を確認するために、新見市立思

誠小学校敷地内に設置される特別支援教育推進センターを視察しま

した。 
小学校 15 校、中学校５校が設置される同市において、現在に至る

５年間で児童生徒数は約 20％減少しているにも関わらず、自閉症・情

緒障害特別支援学級に在籍する児童生徒数の割合は増加傾向にあり

ます。 
このような状況下で、新見市におけるインクルーシブ教育システム

の基本的な方向性について、特別支援学級に在籍する児童生徒が通常

学級の児童生徒と同じ場で共

に学ぶことを追求するととも

に、教育的ニーズに最も的確に

応える指導を教職員が提供で

きる多様で柔軟な仕組みを整

備することを重要視しており

ました。 
同市における特別支援教育

の現状の課題としては、保護者

から通常学級におけるトラブ

ルを未然に防ぐために、「手厚い個別の支援」「個別の指導」を求めら



れることが挙げられます。 
この課題を解決するために、同市では教職員への適切な指導や必要

な支援により、特別支援教育の観点を取り入れた授業づくりや学級づ

くりの充実、学びの場の見直し、通常学級との交流及び共同学習の推

進を実施しておりました。 
特別支援教育における具体的な多様な学びの場としては、児童生徒

の障害の重度から軽度に至る順に、特別支援学校、特別支援学級、通

常学級における通級による指導、通常学級における特別支援教室の順

となり、これを対象となる障害種で区分すると、知的障害は通級によ

る指導の対象とならず、学習障害や注意欠如多動症は、特別支援学校

や特別支援学級の対象とならないこととなります。 
この取り組みにより、同市では通級による指導を受けている障害を

持つ児童生徒数が、令和２年までの 10 年で、小学校が 2.3 倍、中学

校が 4.5 倍となりました。 
この通級による具体的な指導内容としては、①児童生徒の教育的ニ

ーズに応じ、障害による学習上や生活上の困難を改善・克服するため

の指導、②各教科の内容を補充するための特別な指導の２点となりま

す。 
このインクルーシブ教育を展開する新見市特別支援教育推進セン

ターの主な機能としては、 
① 特別支援学級や特別支援教室への「推進リーダー」の巡回相談 
② 保育所・認定こども園への巡回相談 
③ 校内研修、ケース会議 
④ 特別支援教育研修会 

 が挙げられます。 
 また、同センターが教育相談や教育支援体制の充実を図るために実

施する事業内容として、就学前からの一貫した特別支援教育の推進、

教育相談体制の確立の他、新見市の子育て支援課、福祉課及び健康医

療課などの福祉関係部局との連携を図り、情報共有を行っております。 
 さらに、同センターによる通級による指導の拡充に向けた支援・調

査研究・情報収集内容としては、中学校通級担当教職員への OJT に

よる指導力向上に関する支援、通級による指導が望ましい生徒の実態

把握及び中学校自立応援室との連携を実施しておりました。 
 
所感： 横須賀市教育委員会では、本市支援教育推進委員会からの答

申に基づき、平成 24 年９月に市民に向けて「支援教育推進に向けた



提言」を発表しました。 
そして、全ての子どもを対象にした支援教育の充実に向け「横須賀

市支援教育推進プラン」を策定し、平成 26 年度から令和３年度に至

るまで取り組んできました。 
この８年間の計画期間の終了を前に、令和２年３月に本市支援教育

推進委員会から、これまでの取り組みの成果と課題を踏まえ、新たな

横須賀市支援教育推進プラン策定に向けた答申がありました。 
これをもとに、誰もが生き生きと活躍できる共生社会の基礎となる

支援教育の推進を図るため、令和４年度から８年間の「横須賀市支援

教育推進プラン」を策定いたしました。 
当該プランの基本的な考え方として、「横須賀市の目指す『支援教

育』は、一人一人の教育的ニーズに応じて、多様な学びを実現し、誰

もが安心して学ぶことができるようにする取り組みです。 障害の有

無に関わらず、全ての子どもに目を向けて、『共生社会』の担い手を

育むことを目指します。」としております。 
また、当該プランの中で、平成 26 年度から令和３年度に至るまで

の支援教育に関わる取り組みの課題として、 
①多様な子どもがいることを前提とした過ごしやすい学校・学級集

団の形成。 
②特別支援学級在籍児童生徒の増加に伴って、より円滑な就学相談

の実施や柔軟な教育課程の編成が求められる。 
③ 特別支援学級担当者や通級指導教室担当者の専門性の向上。 
④ 交流及び共同学習の一層の充実。 
⑤ 通級による指導の拡充。 

などを挙げております。 
 そして、これらの課題を解決するために、支援や配慮を必要とする

児童生徒への支援体制を充実させるため、学校と関係機関との連絡調

整、保護者からの相談対応、担任への支援等を担う教員（支援教育コ

ーディネーター）や、児童生徒指導を担当する教員、スクールカウン

セラー、相談員等への研修を行い、資質・能力の向上を図り、さらに

通常の学級に在籍している障害のある児童生徒に対する、障害に応じ

た通級による指導の充実に取り組んでおります。 
 これらの課題解決の取り組みを推進するに当たり、児童生徒数の差

異はあるものの新見市のインクルーシブ教育への取り組みを参考と

してよりよい実践を図るべきと考えます。 
 



３．福岡市：夜間ごみ収集について 
視察をした福岡市では、家庭ごみの収集について、夜間に実施してお

ります。 
家庭ごみの分別区分としては、夜間ごみ収集を行う「燃えるごみ」「燃

えないごみ」及び「空きびんペットボトル」と申し込み申請による「粗

大ごみ」に分類されております。 
夜間ごみ収集の概要として、各家庭からのごみの持ち出しは日没から

夜 12 時までとなり、そのごみの収集は夜 12 時以降に行われます。 
ごみの持ち出し場所は、戸建て住宅は自宅前の路上、集合住宅は敷地

内となります。 
ごみ収集は市政施行以来すべて民間事業者に業務委託されており、可

燃ごみは 13 事業者・1 外郭団体、不燃ごみは 2 事業者・1 外郭団体、空

きびんペットボトルは 2 事業者・1 外郭団体、粗大ごみは 7 事業者・1
外郭団体となっております。 

家庭ごみの収集が夜

間収集に移行した経緯に

ついては、市内の人口増

加に伴い排出される家庭

ごみが増加し、収集時間

が長時間化するのに従い、

パッカー車による収集は

車両の交通量の少ない夜

間に行うことが最も効率的であるという判断に至りました。 
その結果、23 時 30 分から翌朝 8 時 30 分までの現在の夜間収集形態

が確立されました。 
夜間ごみ収集のメリットとしては、 
① 日中に家庭から持ち出されたごみ袋が視界に入らないことによる

都市美観向上への貢献 
② 日中パッカー車が運行しないことによる昼間の交通渋滞の緩和 
③ カラスによるごみの散乱被害を抑制 
④ 夜間の街頭犯罪を抑制 
が挙げられます。 
デメリットとしては、 
① ごみ収集車両の走行音、ごみ袋の巻き込み音及び回収員の車両後進

時の掛け声などの騒音 
② 夜間のごみ持ち出しのため人目が無いことによる分別モラルの低



下 
があります。 
戸別収集のメリットとしては、 
① ごみ排出者の容易な判別による分別ルールや排出時間遵守の励

行 
② ごみ集積場が無いことによる不要な管理 
③ 高齢者や障がい者等にも容易なごみ出し 

があります。 
デメリットとしては、 
① 作業時間の長時間化 
② 狭い路地に置かれるごみ袋の収集ニーズによる車両の小型化及

び多量化 
所感：福岡市では令和３年度に夜間ごみ収集に関する市政アンケート

を実施しました。 
 その結果、「夜間収集について」は回答した市民のうち 97.8％が満

足とし、「戸別収集について」は 91.0％が満足との結果に至りました。 
 しかし、平野部の多い福岡市と比較し谷戸地域を多く有する本市の

地形特性から鑑み、戸別収集は非常に困難なことが容易に考えられま

す。 
 また、昭和 30 年代から夜間収集が定着している福岡市と比較し、

本市では昼間収集が定着していることや谷戸地域のごみの収集作業

をする人員の安全面を考慮すると夜間収集への切り替えは憂慮すべ

き点が多いと考えます。 
 ただし、夜間収集のメリットとしての都市美観への貢献、カラス被

害抑制及び街頭犯罪の抑止には本市市街地における一定の効果を認

識しました。 


